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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
国
を
被
告
と
す
る
自
衛
官
人
権
裁
判
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
い
じ
め
、
パ
ワ
ハ
ラ
、
セ
ク
ハ
ラ
等
」
、
「
身
体
的
負
傷
、
精
神
疾
患
な
ど
の
被
害
」
及
び
「
海
外
派
遣
中

の
自
衛
官
が
職
務
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
事
件
・
事
故
等
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
防

衛
省
が
現
在
保
存
し
て
い
る
関
係
書
類
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
限
り
で
は
、
自
衛
隊
内
に
お
け
る
い
じ
め
、
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
又
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
原
因
で
自
衛
官
が
自
殺
し
、
負
傷
し
、
又
は
精
神
疾
患
に
り
患
し
た
と

し
て
国
を
被
告
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
訴
訟
及
び
海
外
に
派
遣
中
の
自
衛
官
が
職
務
中
に
犯
罪
や
事
故
の
被
害
に
遭

っ
た
と
し
て
国
を
被
告
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
訴
訟
の
う
ち
、
和
解
に
よ
り
完
結
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
①
事
件
名
、

②
提
訴
の
年
月
日
、
③
原
告
の
被
害
を
受
け
た
と
す
る
自
衛
官
と
の
続
柄
及
び
原
告
の
数
、
④
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
訟
物

の
価
額
、
⑤
請
求
の
趣
旨
及
び
理
由
の
概
要
、
⑥
和
解
が
成
立
し
た
年
月
日
、
⑦
和
解
が
行
わ
れ
た
裁
判
所
名
並
び
に
⑧
和

解
条
項
の
概
要
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
損
害
賠
償
請
求
事
件

②
平
成
十
八
年
六
月
六
日

③
父
及
び
母
、
二
名

④
七
千
八
百
三
十
六
万
千
八
百
四
円

⑤

自
衛
官
が
転
落
死
し
た
の
は
、
退
職
の
意
思
を
表
明
し
て
い
た
当
該
自
衛
官
に
対
す
る
上
司
に
よ
る
暴
力
的
で
強
引
な
指
導

一



が
原
因
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
国
に
対
し
、
合
計
七
千
八
百
三
十
六
万
千
八
百
四
円
の
損
害
賠
償
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払

を
請
求

⑥
平
成
二
十
一
年
五
月
十
八
日

⑦
東
京
地
方
裁
判
所

⑧
国
が
和
解
金
を
支
払
う

①
損
害
賠
償
請
求
事
件

②
平
成
二
十
年
七
月
十
六
日

③
本
人
、
一
名

④
五
千
七
百
四
十
四
万
六
千
八
百
八
十
五
円

⑤
原
告
が
負
傷
し
た
の
は
、
上
司
に
よ
る
暴
行
が
原
因
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
国
に
対
し
、
五
千
七
百
四
十
四
万
六
千
八

百
八
十
五
円
の
損
害
賠
償
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求

⑥
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日

⑦
静
岡
地
方
裁
判
所
浜

松
支
部

⑧
国
、
当
該
上
司
等
が
和
解
金
を
支
払
う

①
損
害
賠
償
請
求
事
件

②
平
成
二
十
一
年
八
月
三
日

③
父
及
び
母
、
二
名

④
九
千
百
十
万
三
千
円

⑤
自
衛
官
が

自
殺
し
た
の
は
、
同
僚
に
よ
る
い
じ
め
が
原
因
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
国
に
対
し
、
合
計
九
千
百
十
万
三
千
円
の
損
害
賠
償

及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求

⑥
平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
五
日

⑦
仙
台
地
方
裁
判
所

⑧
国
が
和
解
金
を
支
払
う

①
損
害
賠
償
請
求
事
件

②
平
成
二
十
一
年
十
一
月
四
日

③
妻
及
び
子
、
二
名

④
一
億
千
四
十
一
万
八
千
七
百
三
十

二
円

⑤
自
衛
官
が
自
殺
し
た
の
は
、
上
司
の
言
動
に
よ
り
精
神
疾
患
に
り
患
し
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
国

に
対
し
、
合
計
一
億
千
四
十
一
万
八
千
七
百
三
十
二
円
の
損
害
賠
償
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求

⑥
平
成
二
十
四
年

二
月
二
十
一
日

⑦
長
崎
地
方
裁
判
所
佐
世
保
支
部

⑧
国
が
和
解
金
を
支
払
い
、
謝
罪
す
る
と
と
も
に
、
隊
員
の
自
殺
防

二



止
に
取
り
組
む

①
損
害
賠
償
請
求
事
件

②
平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

③
父
及
び
母
、
二
名

④
七
千
九
百
四
十
七
万
二
千
七
百
二
十

四
円

⑤
自
衛
官
が
死
亡
し
た
の
は
、
格
闘
訓
練
の
名
目
で
の
同
僚
に
よ
る
暴
行
が
原
因
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
国
、
指
導

教
官
等
に
対
し
、
合
計
七
千
九
百
四
十
七
万
二
千
七
百
二
十
四
円
の
損
害
賠
償
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
請
求

⑥
平
成

二
十
五
年
三
月
十
九
日

⑦
松
山
地
方
裁
判
所

⑧
国
が
和
解
金
を
支
払
い
、
当
該
指
導
教
官
等
が
謝
罪
す
る

お
尋
ね
の
「
政
府
の
見
解
」
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
訴
訟
の
背
景
と
な
る
事
情
が
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
概
に
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
引
き
続
き
、
自
衛
隊
に
お
け
る
規
律
の
保
持
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
に
自
殺
し
た
自
衛
官
の
各
月
ご
と
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
は
四
人
、
同
年
五
月
は

八
人
、
同
年
六
月
は
六
人
、
同
年
七
月
は
四
人
、
同
年
八
月
は
十
一
人
、
同
年
九
月
は
六
人
、
同
年
十
月
は
九
人
、
同
年
十

一
月
は
七
人
、
同
年
十
二
月
は
三
人
、
平
成
二
十
五
年
一
月
は
七
人
、
同
年
二
月
は
六
人
、
同
年
三
月
は
八
人
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
所
属
部
隊
名
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
が
特
定
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、

関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
等
の
観
点
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

三



お
尋
ね
の
「
自
殺
を
し
た
自
衛
官
の
年
齢
及
び
階
級
、
自
殺
の
原
因
」
に
つ
い
て
は
、
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
範
囲
で
そ

の
内
訳
を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
度
に
自
殺
し
た
自
衛
官
の
死
亡
時
の
年
齢
別
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
十
八
歳
又
は
十
九
歳
の
自
衛
官
は
二

人
、
二
十
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
自
衛
官
は
十
二
人
、
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
ま
で
の
自
衛
官
は
十
二
人
、
三
十
歳
か

ら
三
十
四
歳
ま
で
の
自
衛
官
は
十
人
、
三
十
五
歳
か
ら
三
十
九
歳
ま
で
の
自
衛
官
は
十
五
人
、
四
十
歳
か
ら
四
十
四
歳
ま
で

の
自
衛
官
は
十
人
、
四
十
五
歳
か
ら
四
十
九
歳
ま
で
の
自
衛
官
は
十
一
人
、
五
十
歳
か
ら
五
十
四
歳
ま
で
の
自
衛
官
は
七
人
、

五
十
五
歳
以
上
の
自
衛
官
は
零
人
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
度
に
自
殺
し
た
自
衛
官
の
死
亡
時
の
階
級
別
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
陸
将
、
海
将
、
空
将
、
陸
将
補
、
海

将
補
又
は
空
将
補
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
は
零
人
、
一
等
陸
佐
、
一
等
海
佐
、
一
等
空
佐
、
二
等
陸
佐
、
二
等
海
佐
、
二

等
空
佐
、
三
等
陸
佐
、
三
等
海
佐
又
は
三
等
空
佐
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
は
一
人
、
一
等
陸
尉
、
一
等
海
尉
、
一
等
空
尉
、

二
等
陸
尉
、
二
等
海
尉
、
二
等
空
尉
、
三
等
陸
尉
、
三
等
海
尉
又
は
三
等
空
尉
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
は
十
人
、
准
陸
尉
、

准
海
尉
、
准
空
尉
、
陸
曹
長
、
海
曹
長
、
空
曹
長
、
一
等
陸
曹
、
一
等
海
曹
、
一
等
空
曹
、
二
等
陸
曹
、
二
等
海
曹
、
二
等

空
曹
、
三
等
陸
曹
、
三
等
海
曹
又
は
三
等
空
曹
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
は
四
十
九
人
、
陸
士
長
、
海
士
長
、
空
士
長
、
一

四



等
陸
士
、
一
等
海
士
、
一
等
空
士
、
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
又
は
二
等
空
士
の
階
級
に
あ
っ
た
自
衛
官
は
十
九
人
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
度
に
自
殺
し
た
自
衛
官
の
原
因
別
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
部
隊
関
係
者
等
か
ら
の
聞
き
取
り
等
に
基
づ
き

特
定
し
て
い
る
も
の
に
よ
る
と
、
病
苦
は
四
人
、
借
財
は
八
人
、
家
庭
問
題
は
十
三
人
、
職
務
は
五
人
、
精
神
疾
患
等
は
二

十
九
人
、
そ
の
他
は
八
人
、
不
明
は
十
二
人
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
「
政
府
の
見
解
」
に
つ
い
て
は
、
自
殺
防
止
対
策
を
継
続
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
啓
発
教
育
を
反
復
・
継
続
し
て
実
施
し
、
隊
員
の
身
上
把
握
及
び
服
務
指
導
の
充
実
・
強
化
に

努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
前
途
あ
る
隊
員
を
志
半
ば
で
失
う
こ
と
や
悲
し
い
思
い
を
さ
れ
る
御
家
族
が
生
じ
る
と
い
っ

た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
べ
く
、
今
後
と
も
隊
員
の
自
殺
防
止
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。五


